
参考

農産物検査法（昭和26年法律第144号）（抄）

（目的）

第１条 この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確

実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑

な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費

の合理化とに寄与することを目的とする。

（農産物検査規格）

第11条 農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごとに、その量目、荷造り

及び包装並びに品位及び成分についての規格（以下この条及び第33条第１項

において「農産物検査規格」という。）を定める。

２ 農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようと

するときは、その施行期日を定め、その期日の30日前までにこれを公示しな

ければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により農林水産大臣

が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮する

ことができる。

３ 農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようと

するときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を

聴くものとする。


